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１ 節目年齢歯科健診の概要 
 

（１）目的 

歯周病等の口腔疾患の早期発見のみならず、健診の実施により自己管理能力を向上

させ、定期歯科健診受診などの実践へ結びつけることにより豊かな高齢期を迎えるこ

とを目的に実施する。 

 

（２）対象者 

熊本市に住所を有し年度内に 20 歳、30 歳、40 歳、50 歳、60 歳、70 歳に達する市民 

 

（３）実施方法 

業務委託により医療機関で節目年齢歯科健診を実施する。 

 

（４）実施内容 

①実施期間 

４月１日から翌年３月３１日 

 

②実施項目 

・問診 

・口腔内検査 

現在歯・喪失歯等の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態、 

その他の所見（楔状欠損、歯列、咬合、顎関節、口腔粘膜等） 

・口腔衛生指導 

・結果の判定・説明 

 

③受診者の自己負担金 

４００円（ただし、生活保護世帯、非課税世帯は無料） 

※以下の証明書のいずれかを確認する 

〇生活保護受給世帯 

・生活保護適用証明書(最新年度分) 

・生活保護緊急時医療依頼証(最新年度分) 

〇市民税非課税世帯 

・市県民税(所得・課税)証明書世帯分(当該年度に発行できる最新年度分) 

・主たる生計者の市県民税（所得・課税）証明書個人分（当該年度に発行でき

る最新年度分） 

・介護保険料決定通知書（当該年度に発行された最新年度分）・その他公的関

が発行する市民税非課税世帯であることを証明する書類  

※巻末見本①-1、①-2、②、③、④はいずれも介護保険料決定通知

書 
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２ 事業全体の流れ 
 

【歯科医師会に所属している医療機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実施医療機関は、結果説明及び口腔衛生指導後、「結果票」を受診者に渡す。 

※「結果票」は必要に応じて複写し歯科医院で保管しても構わない。 

② 実施医療機関は、「健診票」の原本を翌月５日までに、歯科医師会事務局に郵送

または持参する。 

③ 歯科医師会事務局は、ひと月分の「健診票」と「請求書」を健康づくり推進課に

郵送または持参する。 

※再提出が必要となった場合は、郵送または持参いずれかの方法で提出する。 

 

 

【歯科医師会に所属していない医療機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 実施医療機関は、結果説明及び口腔衛生指導後、「結果票」を受診者に渡す。 

※「結果票」は必要に応じて複写し歯科医院で保管しても構わない。 

② 実施医療機関は、「健診票」の原本を翌月１０日までに、熊本市健康づくり推進

課に郵送または持参する。 

※再提出が必要となった場合は、郵送または持参いずれかの方法で提出する。 

  

熊本市 

（健康づくり推進課） 

市民 

（２０・３０・４０・５０・６０・７０歳） 

歯科医師会 医療機関 

周知 

受診 

（自己負担金） 
①結果票 

②健診票（原本） 

③健診票（原本）・

請求書 

契約 

熊本市 

（健康づくり推進課） 

市民 

（２０・３０・４０・５０・６０・７０歳） 

周知 

受診 

（自己負担金） 

①結果票 
②健診票（原本）・

請求書 
契約 

医療機関 
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３ 節目年齢歯科健診の実施方法 
  

 

（1）問診 

次の項目について、受診者の訴えや日常の歯・口腔の健康に関連する生活習慣等を

把握し、健診結果とともに口腔衛生指導等の参考とする。 

  

    

 

Ｑ１６．【女性の方にお伺いします。】

　　　　現在、妊娠していますか。（その可能性がある場合も含みます。） はい いいえ

狭心症・心筋梗塞・動脈硬化症

呼吸器疾患 その他 （ ）

Ｑ１５．次の病気について、指摘されたことがありますか。あてはまるものすべてにチェックをつけてください。

ない 糖尿病 関節リウマチ 脳梗塞（脳卒中）

（親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。

　さし歯は含みます。）

Ｑ１３．かかりつけの歯科医院がありますか。 はい いいえ

Ｑ１４．ご自分の歯は何本ありますか。 ２０本以上 １９本以下 わからない

　　　その際に、「歯周病の治療が必要です」と言われましたか。 言われなかった 言われた

治療 歯科健（検）診 予防（フッ化物塗布、歯の清掃等） その他

　②【Ｑ１２で「半年以内」または「１年以内」とお答えになった方】

　①【Ｑ１２で「半年以内」または「１年以内」とお答えになった方】

　　　どのような目的で行きましたか。あてはまるものすべてにチェックをつけてください。

Ｑ１２．直近で、歯科医院にいつ頃行きましたか。 半年以内 １年以内 １年以上行っていない

Ｑ１１．たばこを吸っていますか。 吸っていない 吸っている

Ｑ９．歯間ブラシまたはフロスを使っていますか。 毎日 時々 いいえ

Ｑ１０．ゆっくりよくかんで食事をしますか。 毎日 時々 いいえ

朝食後 昼食後 夕食後 就寝前 その他

毎日1回 ときどき 0回

Ｑ８．歯をいつみがくのか、あてはまるものすべてにチェックをつけてください。

Ｑ６．お茶や汁物等でむせることがありますか。 はい いいえ

Ｑ７．歯をみがく頻度はどのくらいですか。 毎日3回以上 毎日2回

Ｑ５．半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。 はい いいえ

Ｑ４．冷たいものや熱いものが歯にしみますか。 しみない 時々しみる いつもしみる

ほとんどかめない

Ｑ３．食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。

何でもかんで食べることができる 歯や歯ぐき、かみ合わせなど気になる部分があり、かみにくいことがある

Ｑ２．自分は歯周病だと思いますか。 思わない 思う

痛みがある 歯をみがくと血が出る はれてブヨブヨする 歯ぐきが下がっている 歯がぐらぐらする

あごの痛み 歯ぎしりや食いしばりなどの習癖 その他 （ ）

　②【「歯ぐきの状態・痛み」とお答えになった方】あてはまるものすべてにチェックをつけてください。

口臭 歯ぐきの状態・痛み かみ具合 口の渇き

Ｑ１．現在ご自分の歯や口、あごの状態で気になることはありますか。 ない ある

　①【Ｑ１で「ある」とお答えになった方】あてはまるものすべてにチェックをつけてください。

歯の状態・痛み 外観 発音
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①歯・口腔の状態についての把握（Q1、2） 

歯・口腔の関する自覚症状当の有無を質問する。受診者が日常感じている苦痛や、 

困っていることについて（他覚症状：口臭等）も把握することが望ましい。 

②生活習慣についての把握（Q3から 11） 

 ・日常の歯・口腔の健康に関連する生活習慣について質問することにより、受診者 

の歯科保健に関する知識や意識の把握に努める。歯みがきのタイミングや、歯ブ

ラシ・補助的清掃用具の使用状況についての確認を行う。 

 ・そのほか、歯みがきの方法や１回あたりの所要時間等についても質問し、歯科口 

腔保健指導に活用することが望ましい。 

 ・生活習慣として喫煙は、口腔がんの危険因子になるだけでなく、歯周組織の修復 

機能を妨げたり、最近の病原性を強化したりするため歯周病の悪化等につながる

といった関係性が示されていることから、情報を把握する必要がある。また、食

生活等も把握する必要がある。 

 

③歯科健診や治療の状況等についての把握（Q12～14） 

 ・歯科健診や定期的な歯科医療機関の受診は、歯・口腔の健康状態を保つ観点から 

具体的に把握しておくことが必要。特に定期歯科健診を行っている歯科医療機関

や、成人対象の歯科健診・歯科相談等を実施している市区町村や民間企業、保険

者等が増加してきていることから、どのような動機で受診し、その際どのような

指摘・指導を受けたかを確認することが望ましい。 

  

 ④その他（全身疾患の把握）（Q15、16）   

・全身疾患としては、糖尿病、関節リウマチ、脳梗塞（脳卒中）、動脈硬化に伴う 

狭心症・心筋梗塞、呼吸器疾患等との関係性 、また妊娠や内臓脂肪型肥満との

関係性について可能性が示唆されていることから、問診により把握する。必要に

応じて、歯科医療機関への受診勧奨につなげる。 
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（２）口腔内検査 

○次の項目について、歯科医師がスポット照明下でデンタルミラー、 WHO プローブ

等を用いて行う。検査結果は、以下の表に示す数字を用いて節目年齢歯科健診票に記

入する。 

 

 

① 現在歯の状況 

・現在歯とは、歯の全部または一部が口腔内に現れているものをいう。 

健全歯、未処置歯、処置歯に分類する。 

・過剰歯は含めないこととし、癒合歯は１歯として取り扱い、その場合の歯種名は上位 

 

要精密検査判定 異常なし 要指導

粘膜（形状）

不良

（5）その他の所見（所見が認められるものにチェック）

歯列・咬合 顎関節 粘膜（色）

良好 普通

軽度（点状）あり 中等度（帯状）以上あり

（4）口腔衛生状態

（3）歯石の付着状況

なし

歯肉出血 歯周ﾎﾟｹｯﾄ

最大値
47または46 31 36または37

歯周ﾎﾟｹｯﾄ(PD)

歯肉出血
（BOP）

歯周ﾎﾟｹｯﾄ(PD)
X：該当歯なし

1：4㎜以上6㎜未満

9：除外歯 2：6㎜以上

X：該当歯なし 9：除外歯

26または27
0：健全 0：4㎜未満 歯肉出血

（BOP）1：出血あり

歯肉の状況（CPI対象歯）

・歯肉出血 ・歯周ポケット 17または16 11

（2）歯肉の状況

下顎 下顎

42 41 31 32 33 3448 47 46 45 44 43

24 25 26 27 28
左

35 36 37 38

13 12 11 21 22 23

上顎

右
18 17 16 15 14

4:未処置歯（歯冠部及び歯根部） 8:補綴不要欠損歯

上顎

3:未処置歯（歯根部） 7:欠損補綴歯（処置済みの欠損歯）

（1）歯の状況（歯式は数字で記入してください）

1:健全歯 5:処置歯

2:未処置歯（歯冠部） 6:要補綴歯（未処置の欠損歯）
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歯種名をもってこれにあてる。  

［記載例］ １２ 癒合歯（健全歯の場合）： １「１」、 ２「８」 

ア．健全歯 

・健全歯とは、う蝕あるいは歯科的処置が認められないものをいう。 

・咬耗、摩耗、着色、斑状歯、外傷、酸蝕症、発育不全、歯周炎、形態異常、エナメル  

質形成不全等の歯であっても、それにう蝕病変の認められないものは健全歯とする。 

 

イ．未処置歯 

・未処置歯とは、小窩裂溝・平滑面において明らかな実質欠損を伴うう蝕病変、あ

るいはエナメル質下の脱灰・浸蝕を有するものをいう。 

未処置歯、根面部のう蝕、根面部のう蝕＋歯冠部のう蝕に分類する。 

・診査者によって判断が異なる程度のエナメル質の初期変化で、直ちに切削治療が

必要でない場合は便意的に健全歯とする。 

・C4の残根は、未処置歯とする。 

 

 ウ．処置歯 

・処置歯とは、歯の一部または全部に充填、クラウン等を施しているものをいう。 

・歯周炎の固定装置、矯正装置、矯正後の保定装置、保隙装置および骨折副木装置

は含まない。 

・治療が完了していない歯、二次う蝕や他の歯面で未処置う蝕が認められた処置歯

は未処置歯として取り扱う。 

・予防填塞（フィッシャー・シーラント）の施してある歯については、可能な限り

問診して、う蝕のない歯に填塞したものは健全歯とするが、明らかにう蝕のあっ

た歯に填塞を施したものは処置歯とする。 

・根面板等（金属又はレジン）を施してある歯は、処置歯とする。ただし残根削合

のみは未処置歯とする。 

   

② 喪失歯等の状況 

・喪失歯とは、喪失した歯をいう。 

要補綴歯、欠損補綴歯、補綴不要欠損歯に分類する。 

ア．要補綴歯 

・喪失歯のうち、義歯等による欠損補綴処置が必要と判断できるものを要補綴歯と

する。 

イ．欠損補綴歯 

・喪失歯のうち、義歯、ブリッジ、インプラント等による補綴処置が施されている

ものを欠損補綴歯とする。ただし、一部破損している、あるいは欠損部の状況と

著しく異なる義歯は装着していないものとする。 
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【記載例】 

 ５６７Br.:５「５」、６「７」、７「５」 

 ５６６７Br.（６分割抜歯）：５「２」、６「５」、７「５」 

 ５６７部分床義歯（５残根、７根面板）：５「４」、６「７」、７「５」 

 ６７部インプラント：６「７」、７「７」 

ウ．補綴不要欠損歯 

・先天的欠如または何らかの理由で歯を喪失したことが明らかであっても、歯列等

の間隔から補綴処置の必要性が認められないものを補綴不要欠損歯とする。 

・抜去後の８番は補綴不要欠損歯とする。 

 

③ 歯肉の状況 

・WHO プローブ（図１）を用い、CPI（community periodontal index、地域歯周疾患

指数）を測定する。なお、WHOから新たに示された改定法に準拠して測定を行うが、

集団検診等の特性等を勘案し、対象歯は改定 CPI法で提示された全歯ではなく、以

下に記載する特定歯とする。 

図１ WHOプローブ 

ア．対象歯 

・口腔を６分画（17～14、13～23、24～27、47～44、43～33、34～37）し、下記

の歯を各分画の代表歯とする。 

17 16 11 26 27 

47 46    31 36 37 

・前歯部の対象歯（11 あるいは 31）が欠損している場合は、反対側同名歯（21

あるいは 41）を検査対象とする。両側とも欠損している場合、あるいは臼歯部



9 

 

で分画内の２歯とも対象歯が欠損している場合には、検査対象外として「×」

を該当する代表歯の欄に記入する。 

  

 イ．検査方法 

・上顎は頰唇側面、下顎は舌側面について以下の基準（表２、図２）で検査し、

最高コード値を記入する。臼歯部では２歯のうち、「歯肉出血」では 0 あるい

は 1、「歯周ポケット」では 0～2の高いほうの点数を最大コード値とする。 

・代表歯のうちの最高コード値を個人の代表値（個人コード）とする。 

・プロービングは、WHO プローブ先端の球を歯の表面に沿って滑らせる程度の軽

い力で操作し、遠心の接触点直下から、やさしく上下に動かしながら近心接触

点直下まで移動させる。 

・プロービング圧を把握するために爪と指の間にプローブをあてて、指の色が白

く変わる程度を指標とする方法もある。 

（参考） 

一般的なペリオプローブを用いたプロービングの方法については、特定非営利

活動法人日本歯周病学会より動画が公開されている。 

（https:/ /youtu.be/9kIkdTI2Xs8） 

https://youtu.be/9kIkdTI2Xs8
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（引用：特定非営利活動法人日本歯周病学会歯周病学基礎実習動画） 

 

表２ CPIの判定基準 

  コード 所見 判定基準 

歯肉出血 

(BOP) 
 

０ 健全 以下の所見が認められない 

１ 出血あり プロ-ビング後 10～30 秒以内に出血が認められる 

９ 除外歯 プロ-ビングが出来ない歯 

（例：根の露出が根尖に及ぶ） 

× 該当する歯なし  － 

歯周 

ポケット 

(PD) 

  

０ 健全 以下の所見がすべて認められない 

１ 4～5ｍｍに達するポケット プローブの黒い部分に歯周縁が位置する 

２ 6ｍｍを超えるポケット プローブの黒い部分が見えなくなる 

９ 除外歯 プロ-ビングが出来ない歯 

（例：根の露出が根尖に及ぶ） 

× 該当する歯なし  － 

 

図２ WHOプローブによる測定基準 

 

歯肉出血(BOP)         歯周ポケット(PD) 

 

④歯石の付着状況と口腔衛生状態 

・歯石の付着については、「なし」、「軽度（点状）あり」、「中等度（帯状）以上あ

り」とする。 

・CPIの検査対象歯について、ほとんどプラークの存在が認められない状態を「良

好」とする。また、１歯以上の歯の歯肉縁に歯面の１/３を超えてプラークが認

められる場合を「不良」とし、それ以外を「普通」とする。 

 

⑤その他の所見 

・歯列、咬合、顎関節、口腔粘膜等について、さらに詳しい検査や治療が必要な

所見が認められた場合は、その内容を該当欄に記載して医療機関の受診を勧め

る。 
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（３）結果判定 

○検査結果に基づき、以下のように判定する。 

①異常なし 

未処置歯、要補綴歯、その他の所見が認められず、 

CPI個人コードが歯肉出血０、歯周ポケット０の者 

     

②要指導  

未処置歯、要補綴歯、その他の所見が認められず、 

下記の項目に１つ以上該当する者 

ア．CPI個人コード＝歯肉出血（BOP）１、歯周ポケット（PD）０の者 

イ．口腔清掃状態が不良の者 

ウ．生活習慣や基礎疾患（糖尿病を除く）、歯科医療機関等の受診状況等、 

指導を要する者 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

③要精密検査 

以下の項目に１つ以上該当し、さらに詳しい検査や治療が必要な者 

 ア・歯石の付着あり 

イ．CPI個人コード＝歯周ポケット（PD）１または２ 

ウ．未処置歯あり 

エ．要補綴歯あり 

オ. 糖尿病の治療を行っている（又は糖尿病の指摘を受けたことがある等） 

カ. 習慣的に喫煙している 

キ．生活習慣や基礎疾患等、更に詳しい検査や治療を要する者 

ク．その他の所見あり：その他の所見で、さらに詳しい検査や治療が必要 

な項目のある者 
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４ 節目年齢歯科健診票の記載方法 
 結果については、以下に示す通り該当するコード、もしくはレ点または/を記載する。 

（１）現在歯・喪失歯等の状況 

判定 健診票記載コード 結果票記載コード 

健全歯 1 ／ 

未処置歯（歯冠部） 2 Ｃ 

未処置歯（歯根部） 3 Ｒ 

未処置歯 

（歯冠部及び歯根部） 
4 ＲＣ 

処置歯 5 〇 

要補綴歯 

（未処置の欠損歯） 
6 ○△ 

欠損補綴歯 

（処置済みの欠損歯） 
7 △ 

補綴不要欠損歯 8 × 

 

（２）歯肉の状況   

歯肉出血 記載コード 

健全 0 

出血あり 1 

除外歯 9 

該当歯なし X 

最大値 （あてはまるコード） 

 

歯周ポケット 記載コード 

健全 0 

浅いポケット 1 

深いポケット 2 

除外歯 9 

該当歯なし X 

最大値 （あてはまるコード） 

      ※「該当歯なし」のコードはアルファベット大文字の「X」 

 

（３）その他 

  口腔清掃状態、歯石の付着、その他の所見、判定についてはあてはまる項目

の前の□にチェックを入れる。 
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５健診結果の説明、歯科口腔保健指導及び歯科医療機関への受診勧

奨 

 

 

様

歯石の付着
　１．なし

　２．軽度（点状）あり

　３．中等度（帯状）以上あり

口腔清掃状態
　１．良好 （歯垢がほとんど認められない）

　２．普通 （1.3以外）

　３．不良　　歯垢が1歯以上の歯の歯肉縁に

　　 　　　　  　歯面の1/3を超えて認められる

その他の所見
　１．歯列・咬合

　２．顎関節

　３．粘膜（色）

　４．粘膜（形状）

結果の判定

良い状態です 丁寧な歯みがきを続け、定期歯科健診を心がけてください。

歯周病を疑う所見があります [　　] 歯肉に軽い炎症があります。

[　　] 歯みがき方法について理解しましょう。

[　　] 歯周病と生活習慣や全身の病気との関連について理解しましょう。

[　　] 歯石を取りに歯科医療機関を受診しましょう。

[　　] 浅い歯周ポケットが認められました。

[　　] 深い歯周ポケットが認められました。

[　　] むし歯があります。

[　　] 歯が抜けたままになっています。

[　　] その他の所見があります。

［熊本市への連絡事項（健診後の予定）］ 　歯科医療機関名

1.定期健診について受診勧奨 　所在地

2.当医療機関にて継続予定 　名称

3.他医療機関(歯科)を紹介（紹介先　　　　　　　　　） 　電話番号

4.他医療機関(医科)を紹介（紹介先　　　　　　　　　） 　歯科医師名

○受診者の個人情報・健診結果は、個人を特定できないデータとして活用することをご了承ください。

／：健全な歯 　Ｃ：要治療のむし歯（歯冠部）

 R：要治療のむし歯（歯根部） 　RＣ：要治療のむし歯（歯冠部＋歯根部）

〇：治療済みの歯　　　 ：入れ歯などの歯

△：入れ歯などが必要な歯　 ×：喪失歯・欠損歯

あなたの歯の数の合計　　　　　　本

熊本市節目年齢歯科健診　結果票　　　　　　　　（令和8年度）

　　　　　　　健診日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 

現在歯・喪失歯の状況

[ 　   ]

[   　 ]

[  　  ]

　 生涯にわたって自分の歯で食べることができるように、80歳まで20本以上の歯を保ちましょう。歯が少なくなっている
方も、今ある歯を大切に保つように努めましょう。 （永久歯は、「親知らず」まですべて生えると32本です。）歯周病は、歯
を失う主な原因であり、生活習慣病の糖尿病をはじめ、心臓病（狭心症・心筋梗塞等）、脳梗塞、関節リウマチ、内臓型
肥満、早産・低体重児出産、肺炎等に深く関係していることも分かってきています。健康を損なうことのないよう、今回の
節目年齢歯科健診を機会に、かかりつけの歯科医を持ち、少なくとも年に2回は定期歯科健診を受けましょう。

[　　] 生活習慣や基礎疾患等、さらに詳しい検査や治療が必要です。      

詳しい検査や治療が必要な
状態です

右 左
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（１）結果の説明 

結果の説明にあたっては、まず現在の歯・口腔の状態を受診者に具体的に知らせる。

なお、検査結果や指導内容は、「結果通知票の一例（図表 II-6）」等の用紙を活用し

ながら、適切な指導及び情報提供を行うと効果的である。 

表３に示すように、受診者の口腔内の状態が同世代の集団の中でどのような位置付

けにあり、将来の歯の喪失等のリスクがどの程度であるかを示唆することにより、受

診者に対して、歯・口腔に関する生活習慣改善のための動機づけとする。 

表３  一人平均現在歯数（永久歯：１５歳以上、年齢階級別） 

年齢階級 総数 

40～44 歳 28.1 

45～49 歳 27.9 

50～54 歳 27.4 

55～59 歳 27.0 

60～64 歳 25.7 

65～69 歳 23.4 

70～74 歳 21.3 

75～79 歳 19.5 

80～84 歳 19.1 

85歳～ 14.5 

出典：R6年度歯科疾患実態調査（厚生労働省） 

 

治療が必要な部位や歯肉の炎症等について、手鏡等を使用して受診者自身が確認で

きるようにすると効果的である。歯周病は自覚症状を伴わずに進行している場合も多

いことから、ポケットの深さ等を WHO プローブ等で示しながら、病態や進行度につい

て正しい理解が得られるように努める。 

問診により、歯周病との関係が指摘されている基礎疾患や妊娠、生活習慣等が認め

られた場合は、その関係性について指摘し、必要に応じて、医療機関への受診勧奨を

行う。 

 

（２）判定に基づく指導 

検査結果を説明した後、表４「判定区分に基づく指導の要点の一例」を参考に判定

区分に基づく口腔衛生指導を行う。 

要精密検査該当者のうち CPI 個人コードが歯周ポケット１または２については、

歯周病治療を行うにあたり歯周病検査を行うことになる。医療費（検査料等）につい

てのトラブルを防ぐためにも、診療として行う歯周病検査と歯周病検診で診査する 
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CPI との違いについて、あらかじめ受診者に対して説明することが望ましい。 

◆歯周病の予防・改善のための口腔衛生指導の目標例◆ 

○受診者全員 

➢ 歯周病の病因や歯垢・歯石の為害性を知る。 

➢ 深いポケットがあることのリスクを知り、ポケットの存在する部位とその深

さを自覚する。 

➢ 歯周病の予防・改善における歯みがきの役割を理解する。 

➢ 適切な自己管理と専門的支援により、多くの歯を 80 歳まで失わずに保持で

き、自分の歯で食べることができることを理解する。 

➢ １日１回以上は時間をかけて歯みがきを行う。 

➢ 生活習慣に応じて、歯みがきを行う。 

➢ みがきにくい部位を知り、自身の口腔状態にあった歯みがきができる。 

➢ 補助的清掃用具や歯磨剤・洗口液等の使用方法や有効性を理解する。 

➢ 歯肉の自己観察法を知り、自己観察を行う習慣を身につける。 

○過去１年間に歯科健診（検診）を受診していない者 

➢  かかりつけの歯科医をもち、年１回以上、定期歯科健診（検診）を受ける意

義を理解する。 

○歯周病との関連が指摘されている基礎疾患を有する者 

➢ 基礎疾患と歯周病との関連について理解する。 

○たばこを現在吸っている者及び過去に吸ったことがある者 

➢ 喫煙等の生活習慣が歯肉等歯周組織に与える影響について理解する。 

 

表４「判定区分に基づく歯科口腔保健指導の要点の一例」 

判定区分 診察所見 歯科口腔保健指導内容 

異常なし ・CPI：歯肉出血０， 

歯周ポケット０ 

・未処置歯・要補綴歯・ 

 その他の所見がない 

受診者の状況に応じて、う蝕や歯周病などの歯

科疾患に対する予防や歯や口腔の健康維持増進

を図る情報や知識を提供することで、今後の気

づきにつなげる。 

要指導 ・CPI：歯肉出血１， 

歯周ポケット０ 

・口腔清掃状態不良 

・生活習慣や基礎疾患（糖尿

病を除く）、歯科医療機関

等の受診状況等、指導を

要する 

・受診者の状況に応じて、歯周病などの歯科疾

患に対する予防法や歯・口腔の健康維持増進を

図るための情報や知識を提供するとともに、改

善を必要とする生活習慣や状況については、改

善につながるよう動機づけとなる指導をおこ

なう。 

・受診者の歯・口腔の状況が同世代の集団の中



16 

 

 

 

でどのような位置付けにあり、将来の歯の喪失

等のリスクがどの程度であるかを示唆するこ

とで、歯・口腔に関する生活習慣改善への動機

付けとする。 

・市町村で実施している歯周病に関する健康教

育、健康相談への参加を促し、自己管理のフォ

ローアップへつなげる。 

要精密検

査 

・歯石の付着あり 

・CPI：歯周ポケット１また

は２ 

・未処置歯あり 

・要補綴歯あり 

・糖尿病の治療を行ってい

る（又は糖尿病の指摘を

受けたことがある等） 

・習慣的に喫煙している  

・生活習慣や基礎疾患等、更

に詳しい検査や治療を要

する 

・その他の所見あり（更に詳

しい検査や治療が必要な

場合） 

・受診者の状況に応じて歯周病などの歯科疾患

に対する予防法や歯・口腔の健康維持増進を図

るための情報や知識を提供するとともに、改善

を必要とする生活習慣や状況については、改善

につながるよう動機づけとなる指導をおこな

う。 

・受診者の歯・口腔の状況が同世代の集団の中

でどのような位置付けにあり、将来の歯の喪失

等のリスクがどの程度であるかを示唆するこ

とで、歯・口腔に関する生活習慣改善への動機

付けとする。 

・市町村で実施している歯周病に関する健康教

育、健康相談への参加を促し、自己管理のフォロ

ーアップへつなげる。 

・歯科医療機関を受診するよう促す 

 

 

（３）市への連絡事項に基づく指導 

  個別に歯科医療機関で歯周病検診を行う場合には、実施主体の市区町村に健診結果

を報告する業務が生じる。 

結果説明後に受診者の希望を聞き、健診票の「市区町村への連絡事項」の欄に今後

の予定等を記入する。 

  1. 定期健診（検診）について受診勧奨 

2. 検査した歯科医療機関にて継続導予定 

3. 他の歯科医療機関を紹介 

4. 他の医療機関を紹介 

 

なお、受診者に対しては、健診結果を市に送付すること、それらを集計して活用する

予定があること等について、必要な説明を行い、了解を得るように留意する。 
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（４）歯科医療機関名について 

   健診を実施した医療機関コード及び健診実施施設名を記載する。 

   所在地、名称、電話番号、歯科医師名はスタンプでも可。（ただし医療機関コー

ドにかからないようにする） 

 

（５）歯科治療への移行について  

①節目年齢歯科健診により歯科治療が必要と考えられる場合は、以下の内容を参考

に円滑に歯科治療へ移行する。 

ア．節目年齢歯科健診を実施し、その結果、別日に歯周病の治療を行う場合 

⇒再診から開始 

イ．節目年齢歯科健診を実施し、その後、別日に新たな主訴により来院した場合  

⇒ 初診から開始 

 

②節目年齢歯科健診と保険診療の同日実施は、混乱を避けるため避けることが望ま

しい。 

受診者が希望する場合は、同日に保険診療を行うことができるが、以下の３点に

注意する。 

   ア．診療報酬算定の注意 

     ・初診料、再診料、歯周基本検査料の算定は不可 

     ⇒健康診断で実施される内容には、初診時の問診等の基本的な診療行為と重

複するため 

・診療報酬は、「実施した処置」についてのみ算定 

・実施後は、レセプト摘要欄に、「市の健診から移行」と記載 

     イ．説明の徹底 

      ・保険診療は別料金になることを必ず説明し、受診者の同意を得る 

   ＜説明例＞ 

「熊本市の節目年齢歯科健診は終了しました。ご希望により、今から歯科治

療を開始します。ここからは保険診療になりますので、お持ちの保険証を

使って有料の歯科治療になりますがよろしいでしょうか？」 

   ウ．自己負担金の考え方 

 ・節目年齢歯科健診の自己負担金 400円に、追加の処置費用を算定する 

他医療機関（医科）を紹介 電話番号

※紹介先の医療機関名を記入 歯科医師名

当医療機関にて継続予定 所在地

他医療機関（歯科）を紹介 名称

医療機関コード定期健診について受診勧奨

［熊本市への連絡事項（健診後の予定）］ 歯科医療機関名
4 3

歯科コードの「３」は書かずに

機関コードを記入する 
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・一般的な歯科健診に、節目年齢歯科健診が加わるものではない 

 

【参考１】中医協資料 抜粋（PDF436ページ） 

第１ 基本的な考え方 

健康診断、検診及び予防接種等（健診等）の受診後に、健診等に関する疾病に対し

て保険診療を実施する場合について、当該保険診療に係る初再診料等の算定方法を

明確化する。 

第２ 具体的な内容 

１．健診等の費用は、「療養の給付と直接関係ないサービス等」として別途徴収で

きることを明確化する。 

２．健診等受診後に、健診等に関する疾病について、同日に１回の受診 で保険診

療を行う場合、現行の初診料の取扱いと同様に、再診料及び外来診療料（再診

料等）は算定できないことを明確化する。 

３．健診等受診後に、健診等に関する疾病について、別受診で保険診療を行う場合

には、現行の保険診療における再診料の取扱いと同様に、 再診料等を算定す

ることを明確化する。 

〈https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001646857.pdf〉 

 

【参考２】特定健診に対する会計検査院の指摘事項 

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項（令和 7年（2025年）3

月 10日） | 注目の検査結果 | 検査結果 | 会計検査院 Board of Audit of Japan 

<https://www.jbaudit.go.jp/report/new/kobetsu06/r070310.html> 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001646857.pdf
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６ 節目年齢歯科健診票について 

健診票は、熊本市および歯科医師会のホームページからダウンロードできます。 

 

※健診票のサイズを変更してしまうと、熊本市にて自動読込処理ができなくなりま

すので、次の方法にて印刷してください。 

 

〈印刷方法〉 

 ページサイズの設定において、「合わせる」を選択して印刷（Ａ３サイズ） 
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７ 問い合わせ先 

 所在地 電話番号 

熊本市健康づくり推進課 

（熊本市口腔保健支援センター） 
熊本市中央区手取本町 1-1 096-328-2145 

熊本市中央区保健こども課 熊本市中央区手取本町 1-1 096-328-2419 

熊本市東区保健こども課 熊本市東区東本町 16-30 096-367-9134 

熊本市西区保健こども課 熊本市西区小島 2丁目 7-1 096-329-1147 

熊本市南区保健こども課 熊本市南区富合町清藤 405-3 096-357-4138 

熊本市北区保健こども課 熊本市北区植木町岩野 238-1 096-272-1128 
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８ 節目年齢歯科健診健診票と結果票の見本 

  

熊本市節目年齢歯科健診健診票【令和 8年度版】 

 

 

 

要精密検査判定 異常なし 要指導

粘膜（形状）

不良

（5）その他の所見（所見が認められるものにチェック）

歯列・咬合 顎関節 粘膜（色）

良好 普通

軽度（点状）あり 中等度（帯状）以上あり

（4）口腔衛生状態

（3）歯石の付着状況

なし

歯肉出血 歯周ﾎﾟｹｯﾄ

最大値
47または46 31 36または37

歯周ﾎﾟｹｯﾄ(PD)

歯肉出血
（BOP）

歯周ﾎﾟｹｯﾄ(PD)
X：該当歯なし

1：4㎜以上6㎜未満

9：除外歯 2：6㎜以上

X：該当歯なし 9：除外歯

26または27
0：健全 0：4㎜未満 歯肉出血

（BOP）1：出血あり

歯肉の状況（CPI対象歯）

・歯肉出血 ・歯周ポケット 17または16 11

（2）歯肉の状況

下顎 下顎

42 41 31 32 33 3448 47 46 45 44 43

24 25 26 27 28
左

35 36 37 38

13 12 11 21 22 23

上顎

右
18 17 16 15 14

4:未処置歯（歯冠部及び歯根部） 8:補綴不要欠損歯

上顎

3:未処置歯（歯根部） 7:欠損補綴歯（処置済みの欠損歯）

（1）歯の状況（歯式は数字で記入してください）

1:健全歯 5:処置歯

2:未処置歯（歯冠部） 6:要補綴歯（未処置の欠損歯）
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様

歯石の付着
　１．なし

　２．軽度（点状）あり

　３．中等度（帯状）以上あり

口腔清掃状態
　１．良好 （歯垢がほとんど認められない）

　２．普通 （1.3以外）

　３．不良　　歯垢が1歯以上の歯の歯肉縁に

　　 　　　　  　歯面の1/3を超えて認められる

その他の所見
　１．歯列・咬合

　２．顎関節

　３．粘膜（色）

　４．粘膜（形状）

結果の判定

良い状態です 丁寧な歯みがきを続け、定期歯科健診を心がけてください。

歯周病を疑う所見があります [　　] 歯肉に軽い炎症があります。

[　　] 歯みがき方法について理解しましょう。

[　　] 歯周病と生活習慣や全身の病気との関連について理解しましょう。

[　　] 歯石を取りに歯科医療機関を受診しましょう。

[　　] 浅い歯周ポケットが認められました。

[　　] 深い歯周ポケットが認められました。

[　　] むし歯があります。

[　　] 歯が抜けたままになっています。

[　　] その他の所見があります。

［熊本市への連絡事項（健診後の予定）］ 　歯科医療機関名

1.定期健診について受診勧奨 　所在地

2.当医療機関にて継続予定 　名称

3.他医療機関(歯科)を紹介（紹介先　　　　　　　　　） 　電話番号

4.他医療機関(医科)を紹介（紹介先　　　　　　　　　） 　歯科医師名

○受診者の個人情報・健診結果は、個人を特定できないデータとして活用することをご了承ください。

／：健全な歯 　Ｃ：要治療のむし歯（歯冠部）

 R：要治療のむし歯（歯根部） 　RＣ：要治療のむし歯（歯冠部＋歯根部）

〇：治療済みの歯　　　 ：入れ歯などの歯

△：入れ歯などが必要な歯　 ×：喪失歯・欠損歯

あなたの歯の数の合計　　　　　　本

熊本市節目年齢歯科健診　結果票　　　　　　　　（令和8年度）

　　　　　　　健診日　　　　　　　年　　　　月　　　　日 

現在歯・喪失歯の状況

[ 　   ]

[   　 ]

[  　  ]

　 生涯にわたって自分の歯で食べることができるように、80歳まで20本以上の歯を保ちましょう。歯が少なくなっている
方も、今ある歯を大切に保つように努めましょう。 （永久歯は、「親知らず」まですべて生えると32本です。）歯周病は、歯
を失う主な原因であり、生活習慣病の糖尿病をはじめ、心臓病（狭心症・心筋梗塞等）、脳梗塞、関節リウマチ、内臓型
肥満、早産・低体重児出産、肺炎等に深く関係していることも分かってきています。健康を損なうことのないよう、今回の
節目年齢歯科健診を機会に、かかりつけの歯科医を持ち、少なくとも年に2回は定期歯科健診を受けましょう。

[　　] 生活習慣や基礎疾患等、さらに詳しい検査や治療が必要です。      

詳しい検査や治療が必要な
状態です

右 左
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①-1 介護保険料決定通知書（表紙・裏表紙） 

上下と右側がミシン目になっており、この部分を切り取って中を読む形式です。 

 

10.5ｃｍ 

○決定通知書は色が３種類あり、保険料の支払い方法によってかわります。 

①緑色・・・年金から天引きされる特別徴収 

②青色・・・口座振替 

③茶色・・・代理納付（生活保護）ほとんどの方が ①（緑色）の特別徴収です。 

①～③は説明文の内容が少し違いますが、所得段階が記載されている場所は同じ

です。 

 

20 ｃｍ 

表紙 裏表紙  

参考資料 
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7,500 

7,500 

10,400 

10,584 

10,400 

10,400 

56,784 
56,784 

56,784 

56,78

4 

56,78

4 

56,78

4 

3 

3 

非課税 

10,400 
10,400 
10,400 

非課税 
274,84 

1,474,844 

①-2 介護保険料決定通知書 

  世帯欄が「非課税」であるかを確認 
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非課税 985,918 

2 

28,800 

28.800 

28,800 

1 

2 

② 介護保険料納付通知書（冊子形式） 

17.5 ｃｍ 

10 ｃｍ 

世帯欄が「 非課税 」であるかを確認 
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0 

24 
336 ,  

公立学校共済組合 

遺族共済年金 

01 12 336 ,  24 336 ,  24 

24 
,  336 

,  
336 24 
336 

,  
24 

10 ,  836 

13 ,  500 

非課税 

3 

0 
1 

非課税 

336 ,  
24 

③ 介護保険料納入通知書 

世帯欄が「 非課税 」であるかを確認 
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4 

4 

4 

4 

4 

④ 介護保険料額変更通知書 

納付方法によっては「兼特別徴収 
中止通知書」、「特別徴収を中止 
し」という文言がありません。 

世帯欄が「 非課税 」であるかを確認 


